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(57)【要約】
【課題】装置本体の外表面における側面に給水フィルタ
を設ける場合において、給水フィルタの固定位置を、作
業者の所望の位置に容易に可変することができる構成を
具備する内視鏡洗浄消毒装置を提供する。
【解決手段】装置本体２における操作パネルが設けられ
た前面２ｚ側に対向する背面２ｈ側において、装置本体
２の高さ方向Ｈに対し伸縮自在となるよう設けられた軸
部材１１０と、軸部材１１０の高さ方向Ｈの上端部１１
０ｔに対し、一端が高さ方向Ｈに直交する平面に平行な
方向において回動自在に接続された移動用アーム部材１
０５と、移動用アーム部材１０５の他端に対し着脱自在
な、装置本体２に供給される水道水を濾過するフィルタ
部材１００と、を具備していることを特徴とする。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡を自動的に洗浄消毒する装置本体を具備する内視鏡洗浄消毒装置であって、
　前記装置本体における操作パネルが設けられた前面側に対向する背面側において、前記
装置本体の高さ方向に対し伸縮自在となるよう設けられた軸部材と、
　前記軸部材の前記高さ方向の上端部に対し、一端が前記高さ方向に直交する平面に平行
な方向において回動自在に接続された移動用アーム部材と、
　前記移動用アーム部材の他端に対し装着された、前記装置本体に供給される液体を濾過
するフィルタ部材と、
　を具備していることを特徴とする内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項２】
　前記軸部材は、前記装置本体の高さ方向に対し、該高さ方向の前記上端部が第１の高さ
と第２の高さとに位置するよう伸縮自在であり、
　前記第１の高さは、前記フィルタ部材が、前記装置本体の前記高さ方向の側面に対し対
向する高さであり、前記第２の高さは、前記フィルタ部材が、前記移動用アーム部材によ
り、前記装置本体上方を移動自在な高さであることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡
洗浄消毒装置。
【請求項３】
　前記移動用アーム部材は、各関節に接続されたアームが前記平面に平行な方向において
回動自在な多関節アームから構成されていることを特徴とする請求項１または２に記載の
内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項４】
　前記軸部材を前記装置本体の前記背面側に保持する保持部材をさらに具備し、
　前記保持部材及び前記軸部材に、該軸部材の前記上端部を、前記第２の高さに位置する
よう固定する固定機構が設けられていることを特徴とする請求項２または３に記載の内視
鏡洗浄消毒装置。
【請求項５】
　前記軸部材の前記上端部が前記第１の高さに位置している際、前記フィルタ部材は、前
記装置本体の前記前面側と前記背面側とを結ぶ前後方向及び前記高さ方向に直交する左右
方向における前記装置本体の左右いずれかの側面に対向するよう位置することを特徴とす
る請求項２～４のいずれかに記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項６】
　前記軸部材及び前記移動用アーム部材内に、液体供給源から前記フィルタ部材に前記液
体を供給する１次側管路が設けられているとともに、前記フィルタ部材から前記洗浄消毒
装置本体内に前記フィルタ部材により濾過された前記液体を供給する２次側管路が設けら
れていることを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項７】
　前記軸部材内に設けられた前記２次側管路は、前記高さ方向に伸縮自在に形成されてい
ることを特徴とする請求項６に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項８】
　前記フィルタ部材は、前記移動用アーム部材の他端に対し着脱自在であることを特徴と
する請求項１～７のいずれか１項に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡を自動的に洗浄消毒する装置本体を具備する内視鏡洗浄消毒装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、内視鏡は、医療分野及び工業用分野において広く利用されている。医療分野にお
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いて用いられる内視鏡は、細長い挿入部を体腔内に挿入することによって、体腔内の臓器
を観察したり、必要に応じて内視鏡が具備する処置具の挿通チャンネル内に挿入した処置
具を用いて各種処置をしたりすることができる。
【０００３】
　医療分野の内視鏡は、特に検査及び治療を目的として体腔内に挿入されて使用されるも
のであるため、使用後、再度使用するためには洗浄消毒が必要となる。この使用済みの内
視鏡を洗浄消毒する方法としては、例えば、内視鏡洗浄消毒装置（以下、単に洗浄消毒装
置と称す）を用いて行う方法が周知である。
【０００４】
　洗浄消毒装置を用いれば、内視鏡は、洗浄消毒装置の洗浄消毒槽内にセットされるのみ
で、内視鏡に対して、自動的に、洗浄、消毒、濯ぎ及び水切り等（以下、洗浄消毒工程と
称す）を行うことができる。この際、内視鏡は、該内視鏡の外表面のみならず、内視鏡が
内部に有する既知の送気送水管路、処置具挿通管路等の複数の管路内も洗浄消毒される。
【０００５】
　また、洗浄消毒装置は、上述した洗浄消毒工程を行うため、洗浄消毒槽に水道水を供給
する構成を有しているのが一般的である。しかしながら、水道水は、生活用水であること
から雑菌や不純物等を含んでいる場合もあるため、内視鏡の洗浄消毒工程に、そのまま用
いるには適さない。
【０００６】
　よって、洗浄消毒装置内には、水道栓から洗浄消毒槽に水道水を供給する給水管路の中
途位置に、水道水の雑菌や不純物等を濾過により除去することができる給水フィルタが設
けられているのが一般的である。尚、給水フィルタは、給水フィルタケース（以下、単に
フィルタケースと称す）内に装着されることにより設けられている。
【０００７】
　ここで、給水フィルタは、水道水の除菌効果や不純物の除去効果を一定のレベルに保つ
ため、例えば１ヶ月毎等、定期的に交換する必要がある。尚、給水フィルタを交換する際
には、給水管路からフィルタケースを脱却し、該フィルタケースから給水フィルタを脱却
し、その後それぞれを装着することにより行う。
【０００８】
　ところが、給水フィルタは、洗浄消毒装置内に設けられていることから、給水管路から
フィルタケースを脱却して給水フィルタを交換する際は、給水管路内に残留している残水
やフィルタケース内に残留している残水が、洗浄消毒装置内に漏れてしまわぬよう十分注
意を要する。よって、給水フィルタの交換作業が大変煩雑であるといった問題があった。
【０００９】
　このような問題に鑑み、特許文献１には、給水フィルタ交換の際には、洗浄消毒装置内
に設けられている給水フィルタを、洗浄消毒槽の上方に移動させることにより、給水フィ
ルタの交換を、洗浄消毒槽の上方で行える構成を有する洗浄消毒装置が開示されている。
【００１０】
　このような構成によれば、給水フィルタ交換の際、例え残水が漏れたとしても、残水は
、洗浄消毒槽内に流れることから、残水の漏れを気にせず、容易に給水フィルタの交換を
行うことができる。
【特許文献１】特開平１０－２３４６４６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　ところで、近年、洗浄消毒装置は、省スペースにて配置できるよう、小型化が要求され
ている。しかしながら、従来の洗浄消毒装置において小型化を図ると、給水フィルタを洗
浄消毒装置内に配置するスペースがなくなってしまうといった問題があった。
【００１２】
　また、特許文献１に開示された洗浄消毒装置においても、給水フィルタを交換する場合
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以外では、給水フィルタは、洗浄消毒装置内に配置される構成を有しているため、この場
合であっても、洗浄消毒装置の小型化を図ると給水フィルタを洗浄消毒装置内に配置する
スペースがなくなってしまうといった問題があった。
【００１３】
　さらに、このような問題点に鑑み、給水フィルタを、洗浄消毒装置を設置する部屋の壁
に固定したり洗浄消毒装置の外表面における側面に固定したりすることにより、洗浄消毒
装置の内部以外に設ける構成も周知ではあるが、この場合、洗浄消毒装置に対する給水フ
ィルタの固定位置が決まってしまうことから、洗浄消毒装置の設置位置が限定されてしま
うといった問題があった。また、給水フィルタの設置位置を変更する毎に、給水フィルタ
に対する給水管路の取り付け工事を行わなければならないといった問題があった。
【００１４】
　よって、洗浄消毒装置の外表面における側面において、給水フィルタの固定位置を、作
業者の所望の位置に容易に可変することができる構成が望まれていた。
【００１５】
　本発明の目的は、上記事情に鑑みてなされたものであり、装置本体の外表面における側
面に給水フィルタを設ける場合において、給水フィルタの固定位置を、作業者の所望の位
置に容易に可変することができる構成を具備する内視鏡洗浄消毒装置を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記目的を達成するため本発明による内視鏡洗浄消毒装置は、内視鏡を自動的に洗浄消
毒する装置本体を具備する内視鏡洗浄消毒装置であって、前記装置本体における操作パネ
ルが設けられた前面側に対向する背面側において、前記装置本体の高さ方向に対し伸縮自
在となるよう設けられた軸部材と、前記軸部材の前記高さ方向の上端部に対し、一端が前
記高さ方向に直交する平面に平行な方向において回動自在に接続された移動用アーム部材
と、前記移動用アーム部材の他端に対し装着された、前記装置本体に供給される液体を濾
過するフィルタ部材と、を具備していることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、装置本体の外表面における側面に給水フィルタを設ける場合において
、給水フィルタの固定位置を、作業者の所望の位置に容易に可変することができる構成を
具備する内視鏡洗浄消毒装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。 
　図１は、本実施の形態を示す洗浄消毒装置の斜視図、図２は、図１のトップカバーが開
放され、洗浄消毒槽に内視鏡が収納自在な状態を示す洗浄消毒装置の斜視図である。
【００１９】
　図1、図２に示すように、洗浄消毒装置１は、使用済みの内視鏡２５０を洗浄、消毒す
るための装置であり、装置本体２と、その上部に、例えば図示しない蝶番を介して開閉自
在に接続された蓋体であるトップカバー３とにより主要部が構成されている。
【００２０】
　図１に示すように、トップカバー３が、装置本体２に閉じられている状態では、装置本
体２とトップカバー３とは、装置本体２及びトップカバー３の互いに対向する位置に配設
された、例えばラッチ８により固定される構成となっている。
【００２１】
　装置本体２の操作者が洗浄消毒操作のため近接する図中前面２ｚ（以下、前面と称す）
であって、例えば左半部の上部に、洗剤／アルコールトレー１１が、装置本体２の前方へ
引き出し自在に配設されている。
【００２２】
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　洗剤／アルコールトレー１１には、内視鏡２５０を洗浄する際に用いられる洗浄剤が貯
留された洗剤タンク１１ａと、洗浄消毒後の内視鏡２５０を乾燥する際に用いられるアル
コールが貯留されたアルコールタンク１１ｂとが収納されており、洗剤／アルコールトレ
ー１１が引き出し自在なことにより、各タンク１１ａ、１１ｂに、所定に液体が補充でき
るようになっている。
【００２３】
　尚、洗剤／アルコールトレー１１には、２つの窓部１１ｍが設けられており、該窓部１
１ｍにより、各タンク１１ａ、１１ｂに注入されている洗浄剤及びアルコールの残量が操
作者によって確認できるようになっている。
【００２４】
　この洗浄剤は、後述するフィルタ部材１００（図４参照）により濾過処理がされた水道
水により所定の濃度に希釈される濃縮洗剤である。本実施の形態では、以下の説明におい
て、洗浄剤と水道水との混合液を洗浄液という。
【００２５】
　また、装置本体２の前面２ｚであって、例えば右半部の上部に、カセットトレー１２が
、装置本体２の前方へ引き出し自在に配設されている。カセットトレー１２には、内視鏡
２５０を消毒する際に用いる、例えば過酢酸等の消毒液が注入された薬液ボトル１２ａが
収納されており、カセットトレー１２が引き出し自在なことにより、薬液ボトル１２ａを
所定にセットできるようになっている。
【００２６】
　さらに、装置本体２の前面２ｚであって、カセットトレー１２の上部に、洗浄消毒時間
の表示や、消毒液を加温するための指示釦等が配設されたサブ操作パネル１３が配設され
ている。また、装置本体２の前面２ｚの下部に、装置本体２の上部に閉じられているトッ
プカバー３を、操作者の踏み込み操作により、図２に示すように、装置本体２の上方に開
くためのペダルスイッチ１４が配設されている。
【００２７】
　また、図２に示すように、装置本体２の上面の、前面２ｚ側の両端寄りに、装置本体２
の洗浄、消毒動作スタートスイッチ、及び洗浄、消毒モード選択スイッチ等の設定スイッ
チ類が配設されたメイン操作パネル２５が設けられている。
【００２８】
　また、装置本体２の上面であって、前面２ｚに対向する背面２ｈ側に、後述する軸部材
１１０と、移動用アーム部材１０５と、フィルタ部材１００（いずれも図４参照）とを具
備するフィルタ駆動ユニット２００が設けられている。尚、フィルタ駆動ユニット２００
の詳しい構成は後述する。
【００２９】
　さらに、装置本体２の上面の略中央部に、内視鏡収納口がトップカバー３によって開閉
される、内視鏡２５０が収納自在な洗浄消毒槽４が設けられている。洗浄消毒槽４は、槽
本体５０と該槽本体５０の内視鏡収納口の外周縁に連続して周設されたテラス部５１とに
より構成されている。
【００３０】
　槽本体５０は、使用後の内視鏡２５０が洗浄消毒される際、該内視鏡２５０が収納自在
であり、槽本体５０の槽内の面である底面５０ｔには、槽本体５０に供給された洗浄液、
水、アルコール、消毒液等を槽本体５０から排水するための第１の排水口５５が設けられ
ている。
【００３１】
　また、槽本体５０の槽内の面である周状の側面５０ｓの任意の位置に、槽本体５０に供
給された洗浄液、水、消毒液等を、槽本体５０を、既知の手段を介して内視鏡２５０の内
部に具備された各管路に供給する、または後述する給水循環ノズル２４から槽本体５０に
再度上記液体を供給するための循環口５６が設けられている。
【００３２】
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　尚、上述した循環口５６は、槽本体５０の底面５０ｔに設けられていてもよい。循環口
５６が槽本体５０の底面５０ｔに設けられていれば、内視鏡２５０の各管路、または再度
槽本体５０への、洗浄液、水、消毒液等の供給タイミングを早めることができる。
【００３３】
　洗浄消毒槽４の槽本体５０の底面５０ｔの略中央部に、洗浄ケース６が配設されている
。洗浄ケース６には、内視鏡２５０の各スコープスイッチ等のボタン類、内視鏡２５０に
併設されている取り外し可能な部品が収容される。その結果、各ボタン類及び取り外した
部品は、内視鏡２５０と一緒に洗浄、消毒される。
【００３４】
　槽本体５０の側面５０ｓの任意の位置に、槽本体５０に供給された洗浄液、水、消毒液
等の水位を検出するカバー付き水位センサ３２が設けられている。　
　テラス部５１のテラス面５１ｔ以外の面、即ち槽本体５０の底面５０ｔと平行な面に、
槽本体５０に対し、洗剤タンク１１ａから、図示しない洗剤用ポンプにより、水道水によ
り所定の濃度に希釈される洗浄剤を供給するための洗剤ノズル２２及び、薬液タンクから
、後述する薬液ポンプ（いずれも図示されず）により、消毒液を供給するための消毒液ノ
ズル２３が配設されている。
【００３５】
　さらに、テラス部５１の槽本体５０の底面５０ｔと平行な面に、槽本体５０に対し、給
水するための、または槽本体５０の循環口５６から吸引した洗浄液、水、消毒液等を、再
度槽本体５０に供給するための給水循環ノズル２４が配設されている。
【００３６】
尚、洗剤ノズル２２、消毒液ノズル２３及び給水循環ノズル２４は、テラス面５１ｔに配
設されていても良い。
【００３７】
　また、テラス部５１のテラス面５１ｔの背面２ｈ側の面５１ｆに、内視鏡２５０の内部
に具備された管路に、洗浄液、水、アルコール、消毒液、またはエア等を供給するための
複数、ここでは２つの送気送水／鉗子口用ポート３３と、鉗子起上用ポート３４と、漏水
検知用ポート３５とが配設されている。
【００３８】
　次に、フィルタ駆動ユニット２００の構成を、図３～図７を用いて説明する。図３は、
図１の洗浄消毒装置を、前面側左斜め上方から概略的にみて示す斜視図、図４は、図３の
洗浄消毒装置の左側面図、図５は、図４の洗浄消毒装置におけるフィルタ駆動ユニットの
内部を示す図、図６は、図５の洗浄消毒装置における軸部材の上端部が第２の高さに位置
している状態を、フィルタ駆動ユニットの内部とともに示す図、図７は、図３～図６の移
動用アーム部材のアーム部の移動方向を拡大して示す図である。
【００３９】
　図３、図４に示すように、フィルタ駆動ユニット２００は、軸部材１１０と、移動用ア
ーム部材１０５と、フィルタ部材１００とを具備して主要部が構成されている。
【００４０】
　装置本体２の背面２ｈ側において、前面２ｚ側と背面２ｈ側とを結ぶ前後方向Ｒ及び装
置本体２の高さ方向Ｈに直交する左右方向Ｍの略中央に、軸部材１１０が、図５、図６に
示すように、高さ方向Ｈに対して伸縮自在となるよう、具体的には、上端部１１０ｔが第
１の高さＴ１と第２の高さＴ２とにおいて位置できるよう、保持部材１３０によって保持
されている。尚、軸部材１１０が設けられる装置本体２の背面２ｈ側の位置は、左右方向
Ｍの略中央に限定されない。
【００４１】
　また、第１の高さＴ１とは、後述するフィルタ部材１００が、図３～図５に示すように
装置本体２の側面に対し対向する高さであり、第２の高さＴ２とは、後述するフィルタ部
材１００が、移動用アーム部材１０５により、洗浄消毒装置１の上方を移動自在な高さ、
即ち、フィルタ部材１００が閉成されたトップカバー３に非接触な高さである。
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【００４２】
　また、軸部材１１０の高さ方向Ｈの下端部に、固定機構を構成するストップ溝１１０ｍ
が形成されている。
【００４３】
　保持部材１３０は、図４に示すように、装置本体２の背面２ｈ側の側面に固定されてい
るともに、図５に示すように、高さ方向Ｈに貫通する貫通孔が形成されており、該貫通孔
に軸部材１１０が挿通されることにより、軸部材１１０を保持している。
【００４４】
　また、図５に示すように、保持部材１３０の貫通孔の内周面には、ベアリング１３１が
設けられている。ベアリング１３１は、軸部材１１０が高さ方向Ｈに伸縮する際、軸部材
１１０の外周面に回転を伴って当接することにより、貫通孔に対する軸部材１１０の接触
抵抗を少なくするものである。尚、貫通孔と軸部材１１０との接触抵抗を少なくするため
のものは、ベアリング１３１に限らず、樹脂等のブロック部材であっても構わない。
【００４５】
　さらに、図５に示すように、保持部材１３０の高さ方向Ｈの下端側に、バネ１３３と貫
通孔に臨むボール１３２とからなる固定機構を構成するストップ機構１３４が設けられて
いる。
【００４６】
　バネ１３３は、ボール１３２を、前後方向Ｒにおいて、軸部材１１０の外周面に対し押
し付けるものであり、図６に示すように、ストップ機構１３４は、軸部材１１０の上端部
１１０ｔが第２の高さＴ２に位置した際、軸部材１１０の下端部に形成されたストップ溝
１１０ｍに嵌入することにより、軸部材１１０の上端部１１０ｔを第２の高さＴ２に固定
するものである。
【００４７】
　図４～図６に示すように、軸部材１１０の上端部１１０ｔに、移動用アーム部材１０５
の一端が、装置本体２の高さ方向Ｈに直交する平面、例えば図７に示すように、トップカ
バー３の上面３ｊに略平行な方向Ｐにおいて回動自在となるように接続されている。
【００４８】
　具体的には、移動用アーム部材１０５は、関節部１０５ａと、アーム部１０５ｂと、関
節部１０５ｃと、アーム部１０５ｄと、フィルタ部材固定部１０５ｔとを具備する、多関
節アームから構成されている。
【００４９】
　関節部１０５ａは、軸部材１１０の上端部１１０ｔに設けられているとともに、アーム
部１０５ｂの一端が関節部１０５ａに対し、図７に示すように、トップカバー３の上面３
ｊに略平行な方向Ｐにおいて回動自在となるように接続されている。
【００５０】
　また、アーム部１０５ｂの他端は、関節部１０５ｃに対し、図７に示すように、トップ
カバー３の上面３ｊに略平行な方向Ｐにおいて回動自在となるように接続されている。さ
らに、アーム部１０５ｄの一端は、関節部１０５ｃに対し、図７に示すように、トップカ
バー３の上面３ｊに略平行な方向Ｐにおいて回動自在となるように接続されており、アー
ム部１０５ｄの他端に、フィルタ部材固定部１０５ｔが固定されている。
【００５１】
　フィルタ部材固定部１０５ｔに、装置本体２の洗浄消毒槽４に供給される後述する水道
水を濾過することにより、水道水の雑菌や不純物等を除去するフィルタ部材１００が接続
されている。尚、フィルタ部材１００は、フィルタ部材固定部１０５ｔに対し着脱自在で
ある。
【００５２】
　フィルタ部材１００は、例えばプラスチックの容器からなるフィルタケース１００ｋと
、該フィルタケース１００ｋ内に収容された濾過部１０１を有する給水フィルタ１００ｈ
とにより主要部が構成されている。尚、給水フィルタ１００ｈは、フィルタケース１００
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ｋに対し装脱自在となっている。
【００５３】
　関節部１０５ａに、例えば六角ナット１１６により、装置本体２に液体である水道水を
供給するための、液体供給源である水道蛇口１２０に接続された給水ホース１１５が接続
されている。尚、液体は水道水に限定されない。また、給水ホース１１５は、六角ナット
１１６により、関節部１０５ａに対し取り付け自在となっている。さらに、給水ホース１
１５を、関節部１０５ａに取り付ける手段としては、六角ナット１１６に限定されない。
【００５４】
　給水ホース１１５は、関節部１０５ａ内に設けられた口金１０２に接続されており、口
金１０２に、軸部材１１０内及び移動用アーム部材１０５内に挿通された１次側管路１５
１の一端が接続されている。また、１次側管路１５１の他端は、フィルタ部材１００の給
水フィルタ１００ｈに接続されている。尚、給水フィルタ１００ｈにおいて、１次側管路
１５１は、濾過部１０１よりも外周側に配設されている。
【００５５】
　さらに、給水フィルタ１００ｈにおいて、濾過部１０１よりも内周側に、軸部材１１０
内及び移動用アーム部材１０５内に挿通された２次側管路１５２の他端が接続されている
。尚、給水フィルタ１００ｈの２次側管路１５２は、濾過部１０１を介して、１次側管路
１５１と連通している。２次側管路１５２の一端は、保持部材１３０を介して、装置本体
２内の給水管路に接続されている。
【００５６】
　このことにより、水道蛇口１２０から供給された水道水は、給水ホース１１５、口金１
０２、１次側管路１５１を介して、フィルタ部材１００内の給水フィルタ１００ｈに供給
され、濾過部１０１によって濾過された後、該濾過された水道水は、２次側管路１５２を
介して、装置本体２内に供給される。
【００５７】
　また、図５、図６に示すように、２次側管路１５２の軸部材１１０内に挿通された部位
は、蛇腹部１６０として形成されている。蛇腹部１６０は、樹脂またはゴムから蛇腹状に
構成されており、図５、図６に示すように、高さ方向Ｈにおいて伸縮自在となっている。
このことにより、軸部材１１０の上端部１１０ｔが、第１の高さＴ１から第２の高さＴ２
の間において高さ方向に伸縮した場合、２次側管路１５２も蛇腹部１６０により、軸部材
１１０に合わせて高さ方向Ｈに伸縮する。
【００５８】
　以上から、フィルタ駆動ユニット２００がこのような構成を有していることにより、軸
部材１１０の上端部１１０ｔが、図５に示すように第１の高さＴ１に位置する、または図
６に示すように第２の高さＴ２に位置するよう、軸部材１１０を高さ方向Ｈに伸縮させ、
各関節部１０５ａ、１０５ｃに対して各アーム部１０５ｂ、１０５ｄを方向Ｐに回動させ
ることにより、フィルタ部材１００を、後述する所望の位置に、給水ホース１１５を着脱
することなく移動させることができる。
【００５９】
　次に、このように構成された本実施の形態の作用を、上述した図３～図７及び図８～１
０を用いて説明する。図８は、図３に示す状態から、装置本体の左側面側において、軸部
材を、上端部が第２の高さに位置するまで伸張させた状態を概略的に示す洗浄消毒装置の
斜視図である。
【００６０】
　また、図９は、図８に示す状態から移動用アーム部材により、フィルタ部材を装置本体
の右側面側に移動させた状態を概略的に示す洗浄消毒装置の斜視図、図１０は、図９に示
す状態から、軸部材を、上端部が第１の高さに位置するまで収縮させた状態を概略的に示
す洗浄消毒装置の斜視図である。
【００６１】
　先ず、フィルタ部材１００を装置本体２の左側側面２ｓｌ側に位置させたい場合は、図
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３、図４に示すように、アーム部１０５ｂが装置本体２の背面２ｈ側に沿うよう、移動用
アーム部材１０５の関節部１０５ａ、１０５ｃに対し、アーム部１０５ｂを方向Ｐに回動
させ、さらに、アーム部１０５ｄが装置本体２の左側側面２ｓｌに沿うよう、関節部１０
５ｃに対し、アーム部１０５ｄを方向Ｐに回動させた後、軸部材１１０を、上端部１１０
ｔが第１の高さＴ１に位置するまで収縮させる。その結果、フィルタ部材１００は、図３
に示すように、装置本体２の左側側面２ｓｌに対向するよう位置する。
【００６２】
　次いで、フィルタ部材１００を装置本体２の右側側面２ｓｒ側に位置させたい場合は、
図４に示すように、フィルタ部材１００が装置本体２の左側側面２ｓｌ側に対向している
状態で、軸部材１１０を、上端部１１０ｔが第２の高さＴ２に位置するまで伸張させる。
この際、図６に示すように、２次側管路１５２の軸部材１１０内に挿通された蛇腹部１６
０も、軸部材１１０とともに、高さ方向Ｈに伸張する。
【００６３】
　また、伸張後、図６に示すように、軸部材１１０の高さ方向Ｈの下端部に形成されたス
トップ溝１１０ｍに、左右方向Ｍにおいて、バネ１３３により軸部材１１０に対して押し
付けられたボール１３２が嵌入される。このことにより、軸部材１１０の上端部１１０ｔ
が第２の高さＴ２に位置するよう軸部材１１０が固定される。
【００６４】
　その後、図８に示す状態から、図９に示すように、関節部１０５ａに対し、アーム部１
０５ｂを方向Ｐに回動させるとともに、関節部１０５ｃに対し、アーム部１０５ｄを方向
Ｐに回動させることにより、軸部材１１０の上端部１１０ｔの第２の高さＴ２を維持した
まま、アーム部１０５ｂを装置本体２の背面２ｈ側に沿わせるとともに、アーム部１０５
ｄを、装置本体２の右側側面２ｓｒ側に沿わせる。その結果、フィルタ部材１００は、ト
ップカバー３の上方を、左右方向Ｍにおいて、左側側面２ｓｌ側から右側側面２ｓｒ側に
移動する。
【００６５】
　尚、上述したように、第２の高さＴ２とは、後述するフィルタ部材１００が、移動用ア
ーム部材１０５により、洗浄消毒装置１の上方を移動自在な高さ、即ち、フィルタ部材１
００が、閉じられたトップカバー３に非接触な高さであることから、フィルタ部材１００
の左右方向Ｍにおける移動に伴い、フィルタ部材１００がトップカバー３に接触すること
がない。
【００６６】
　また、この図９に示す状態においては、軸部材１１０のストップ溝１１０ｍに対し、ボ
ール１３２は、嵌入したままである。
【００６７】
　最後に、図１０に示すように、図９に示す状態から軸部材１１０を、上端部１１０ｔが
第１の高さＴ１に位置するよう収縮させることにより、フィルタ部材１００は、装置本体
２の右側側面２ｓｒに対向するよう位置する。この際、図５に示すように、２次側管路１
５２の軸部材１１０内に挿通された蛇腹部１６０も、軸部材１１０とともに、高さ方向Ｈ
に収縮する。また、軸部材１１０のストップ溝１１０ｍから、ボール１３２が脱却される
。
【００６８】
　このように、本実施の形態においては、装置本体２の背面側に、軸部材１１０と、移動
用アーム部材１０５と、フィルタ部材１００とを具備するフィルタ駆動ユニット２００が
設けられていると示した。
【００６９】
　また、本実施の形態においては、軸部材１１０内及び移動用アーム部材１０５内に、水
道蛇口１２０から供給された水道水を、フィルタ部材１００へと供給する１次側管路１５
１と、フィルタ部材１００により濾過された水道水を、装置本体２内へと供給する２次側
管路１５２とが設けられていると示した。
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【００７０】
　このことによれば、装置本体２の外表面における側面にフィルタ部材１００を設ける場
合において、軸部材１１０を、高さ方向Ｈにおいて、上端部１１０ｔがそれぞれ第１の高
さＴ１、第２の高さＴ２に位置するよう伸張収縮させるとともに、移動用アーム部材１０
５の各関節部１０５ａ、１０５ｃに対し、各アーム部１０５ｂ、１０５ｄを、トップカバ
ー３の上面３ｊに平行な方向Ｐに回動させることのみで、フィルタ部材１００に対して、
給水ホース１１５を脱却しなくとも、フィルタ部材１００を、装置本体２の左側側面２ｓ
ｌまたは右側側面２ｓｒに対向する位置、もしくは、洗浄消毒装置１の上方や、洗浄消毒
装置１から離間した作業者の所望の位置に移動させることができる。
【００７１】
　よって、装置本体２の外表面における側面にフィルタ部材１００を設ける場合において
、フィルタ部材１００の固定位置を、作業者の所望の位置に容易に可変することができる
構成を具備する洗浄消毒装置１を提供することができる。
【００７２】
　尚、以下、変形例を示す。本実施の形態においては、移動用アーム部材１０５は、関節
部１０５ａと、アーム部１０５ｂと、関節部１０５ｃと、アーム部１０５ｄと、フィルタ
部材固定部１０５ｔとを具備する、多関節アームから構成されていると示した。
【００７３】
　これに限らず、フィルタ部材１００を、装置本体２の左側側面２ｓｌまたは右側側面２
ｓｒに対向するよう位置させた際、装置本体２から外方へのアーム部の食み出しを無視す
れば、移動用アーム部材は、１つの関節部と、１つのアーム部と、１つのフィルタ部材固
定部とから構成される１関節アームから構成されていても構わないということは勿論であ
る。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】本実施の形態を示す洗浄消毒装置の斜視図。
【図２】図１のトップカバーが開放され、洗浄消毒槽に内視鏡が収納自在な状態を示す洗
浄消毒装置の斜視図。
【図３】図１の洗浄消毒装置を、前面側左斜め上方から概略的にみて示す斜視図。
【図４】図３の洗浄消毒装置の左側面図。
【図５】図４の洗浄消毒装置におけるフィルタ駆動ユニットの内部を示す図。
【図６】図５の洗浄消毒装置における軸部材の上端部が第２の高さに位置している状態を
、フィルタ駆動ユニットの内部とともに示す図。
【図７】図３～図６の移動用アーム部材のアーム部の移動方向を拡大して示す図。
【図８】図３に示す状態から、装置本体の左側面側において、軸部材を、上端部が第２の
高さに位置するまで伸張させた状態を概略的に示す洗浄消毒装置の斜視図。
【図９】図８に示す状態から移動用アーム部材により、フィルタ部材を装置本体の右側面
側に移動させた状態を概略的に示す洗浄消毒装置の斜視図。
【図１０】図９に示す状態から、軸部材を、上端部が第１の高さに位置するまで収縮させ
た状態を概略的に示す洗浄消毒装置の斜視図。
【符号の説明】
【００７５】
　１…洗浄消毒装置（内視鏡洗浄消毒装置）
　２…装置本体
　２ｈ…背面側
　２ｓｌ…左側側面
　２ｓｒ…右側側面
　２ｚ…前面側
　３ｊ…トップカバー上面（平面）
　１３…サブ操作パネル
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　２５…メイン操作パネル
　１００…フィルタ部材
　１０５…移動用アーム部材
　１０５ａ…関節部
　１０５ｂ…アーム部
　１０５ｃ…関節部
　１０５ｄ…アーム部
　１１０…軸部材
　１１０ｍ…ストップ溝（固定機構）
　１１０ｔ…上端部
　１２０…水道蛇口（液体供給源）
　１３０…保持部材
　１３４…ストップ機構（固定機構）
　１５１…１次側管路
　１５２…２次側管路
　２５０…内視鏡
　Ｍ…左右方向
　Ｈ…高さ方向
　Ｐ…平面に平行な方向
　Ｒ…前後方向
　Ｔ１…第１の高さ
　Ｔ２…第２の高さ

【図１】 【図２】
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